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二
〇
一
三
年
一
一
月
二
八
日
に
第
一

三
期
第
六
回
国
会
で
可
決
さ
れ
た
二
〇

一
三
年
憲
法
（
二
〇
一
四
年
一
月
一
日

発
効
）
で
は
、「
公
民
は
社
会
保
障
（an 

sinh xã hội

）
を
保
全
さ
れ
る
権
利
を

持
つ
」（
三
四
条
）
と
定
め
ら
れ
た
。

憲
法
で
「
社
会
保
障
」
と
い
う
文
言
が

用
い
ら
れ
た
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ

る
。
ベ
ト
ナ
ム
公
民
は
社
会
保
障
を
保

全
さ
れ
る
権
利
を
持
つ
と
憲
法
に
お
い

て
規
定
し
た
こ
と
は
、
国
家
が
ベ
ト
ナ

ム
の
人
々
の
社
会
保
障
に
コ
ミ
ッ
ト
す

る
こ
と
を
公
に
明
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
義
は
大
き
い
。

　

こ
の
二
〇
一
三
年
憲
法
の
動
き
の
背

景
の
ひ
と
つ
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
半

ば
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
、
ベ
ト

ナ
ム
で
福
祉
関
係
法
制
度
の
整
備
が
進

め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
布
石
が
あ
っ
た
。

児
童
の
保
護
・
養
護
・
教
育
法
（
二
〇

〇
四
年
）、
社
会
保
険
法
（
二
〇
〇
六

年
）、
医
療
保
険
法
（
二
〇
〇
八
年
）、

高
齢
者
法
（
二
〇
〇
九
年
）、
障
害
者

法
（
二
〇
一
〇
年
）
が
相
次
い
で
国
会

に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
国
会
常
務
委
員

会
が
制
定
す
る
法
令
や
政
府
議
定
に
基

づ
く
条
例
で
対
応
さ
れ
て
き
た
各
福
祉

分
野
の
基
本
制
度
が
、
国
会
で
制
定
さ

れ
る
法
に
依
拠
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
制
度

の
位
置
づ
け
が
国
家
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル

に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
動
き
の
う
ち
、

医
療
保
険
法
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、

患
者
と
そ
の
家
族
に
対
す
る
影
響
の
大

き
さ
に
鑑
み
て
、
特
に
医
療
保
険
参
加

者
（
被
保
険
者
）
が
最
初
に
受
診
す
る

医
療
保
険
診
療
基
礎
（
医
療
保
険
組
織

と
診
療
契
約
を
結
ん
だ
医
療
機
関
）
を

登
録
す
る
登
録
制
度
（
以
下
、
登
録
制

度
）
を
中
心
に
考
え
る
。

　

そ
れ
で
は
以
下
、
ベ
ト
ナ
ム
の
医
療

保
険
法
と
国
家
診
療
体
系
に
つ
い
て
少

し
み
た
後
、
登
録
制
度
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

●�

ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
保
険
法

　

ベ
ト
ナ
ム
初
の
医
療
保
険
法
は
二
〇

〇
八
年
一
一
月
一
四
日
に
第
一
二
期
第

四
回
国
会
で
可
決
さ
れ
た
（
二
〇
〇
九

年
七
月
一
日
発
効
。
以
下
二
〇
〇
八
年

医
療
保
険
法
）。
同
医
療
保
険
法
は
現

物
給
付
形
式
を
採
用
し
て
お
り
、
医
療

保
険
参
加
者
、
医
療
保
険
組
織
、
医
療

保
険
診
療
基
礎
の
責
任
と
権
利
、
三
者

寺
本　

実

ド
イ
モ
イ
期
ベ
ト
ナ
ム
医
療
の
課
題

―
医
療
保
険
の
登
録
制
度
を
通
し
て
―

間
の
関
係
等
を
は
じ
め
と
し
て
、
ベ
ト

ナ
ム
の
医
療
保
険
制
度
の
骨
格
を
定
め

て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
⑴
貧

困
戸
に
属
す
る
者
に
対
す
る
医
療
保
険

証
の
無
料
発
行
な
ど
、
扶
助
政
策
と
し

て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
、
⑵
登
録
制
度

の
存
在
、
⑶
国
民
皆
保
険
の
実
現
を
目

標
と
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
（
詳
し
く
は
参
考
文
献
①
参
照
）。

　

同
医
療
保
険
法
は
二
〇
一
四
年
の
第

一
三
期
第
七
回
国
会
で
修
正
・
補
充
案

が
可
決
さ
れ
た
（
二
〇
一
四
年
六
月
一

三
日
可
決
、
二
〇
一
五
年
一
月
一
日
発

効
、
以
下
二
〇
一
四
年
修
正
・
補
充
法
）。

二
〇
一
四
年
に
お
け
る
修
正
・
補
充
の

主
な
内
容
と
し
て
は
、
⑴
一
部
医
療
保

険
参
加
者
に
対
す
る
給
付
率
の
引
き
上

げ
、
⑵
先
述
し
た
登
録
制
度
の
継
承
と

運
用
面
で
の
緩
和
お
よ
び
引
き
締
め
、

⑶
法
執
行
に
関
す
る
規
定
の
具
体
化
、

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
参
考
文
献
①
）。

●�

国
家
診
療
体
系

　

次
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
国
家
診
療
体
系

に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

　

診
療
法
（
二
〇
〇
九
年
）
八
一
条
二

項
に
よ
れ
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
の
国
家
診
療

体
系
に
は
中
央
、
省
レ
ベ
ル
（
省
・
中

央
直
轄
市
）、
県
レ
ベ
ル
（
県
・
郡
・

市
社
・
省
属
市
）、
社
レ
ベ
ル
（
社
・
坊
・

市
鎮
）
と
い
う
、
ベ
ト
ナ
ム
の
行
政
級

特  集
ドイモイ 30 年
―模索するベトナム―

図 1　ベトナムの国家診療体系
⑴中央
　↓　専門上の指導・補助
⑵省レベル（省・中央直轄市）　　　�=　63 単位
　↓　専門上の指導・補助
⑶県レベル�（県・郡・市社・省属市）=　708 単位
　↓　専門上の指導・補助　
⑷社レベル　（�社、坊、市鎮�）　　�＝ 11,161 単位＊

（注）�＊うち 11,110（99.5%）の末端行政単位で社
レベル診療所が設置されている。

（出所）�診療法（2009 年）、統計総局『2014 年統計
年鑑』統計出版社、2015 年に基づき筆者作成。
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に
沿
っ
た
四
つ
の
レ
ベ
ル
（tuyến

）

が
あ
る
（
図
１
参
照
）。

　

基
本
的
に
は
、
末
端
行
政
級
で
あ
る

社
レ
ベ
ル
に
は
病
気
の
予
防
に
重
き
を

置
き
、
一
定
の
診
療
と
と
も
に
保
健
活

動
も
行
う
診
療
所
（trạm

 y tế

）
が
設

置
さ
れ
る
（
社
レ
ベ
ル
診
療
所
は
、
直

接
上
の
行
政
級
で
あ
る
県
レ
ベ
ル
の
医

療
セ
ン
タ
ー
に
制
度
上
は
属
す
る
）。

そ
し
て
、
県
レ
ベ
ル
以
上
に
つ
い
て
は
、

専
門
科
、
手
術
室
、
臨
床
分
析
検
査
室

な
ど
を
備
え
た
「
病
院
」（bệnh viện
）

が
設
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
上
級
の
診

療
機
関
は
、
下
級
の
診
療
機
関
に
対
し

て
専
門
上
の
指
導
、
補
助
を
行
う
責
任

を
持
つ
（
同
条
三
項
）（
参
考
文
献
②

参
照
）。

　

た
と
え
ば
、
社
レ
ベ
ル
診
療
所
に
医

療
保
険
診
療
登
録
を
し
た
患
者
が
当
該

診
療
所
で
診
察
を
受
け
、
同
診
療
所
で

は
対
応
が
困
難
だ
と
判
断
さ
れ
た
場
合

に
は
、
同
診
療
所
に
よ
る
紹
介
を
介
し
、

行
政
級
に
沿
っ
て
県
レ
ベ
ル
の
病
院
で

診
療
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
に
、
受
診

医
療
機
関
を
移
動
す
る
形
が
制
度
上
は

想
定
さ
れ
て
い
る
。

●�

ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
保
険
法
に
お

け
る
登
録
制
度

　

こ
こ
か
ら
、
登
録
制
度
に
つ
い
て
み

る
。
ベ
ト
ナ
ム
初
の
医
療
保
険
法
で
あ

る
二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
で
は
、
登

録
制
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
て

い
る
。

　
「
医
療
保
険
参
加
者
は
、
社
、
県
も

し
く
は
こ
れ
ら
と
同
等
レ
ベ
ル
の
診
療

基
礎
に
お
い
て
、
最
初
の
医
療
保
険
診

療
の
登
録
を
行
う
権
利
を
持
つ
（
医
療

相
の
規
定
に
従
い
、
省
レ
ベ
ル
も
し
く

は
中
央
レ
ベ
ル
の
診
療
基
礎
に
登
録
で

き
る
場
合
を
除
く
）」（
二
六
条
一
項
）。

　
「
医
療
保
険
参
加
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
四
半
期
の
最
初
に
診
療
登
録
基
礎
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
二
六
条

二
項
）。

　

た
だ
し
、
同
法
四
一
条
七
項
で
は
医

療
保
険
組
織
が
、
医
療
保
険
診
療
基
礎

に
つ
い
て
の
情
報
を
医
療
保
険
参
加
者

に
提
供
し
、
最
初
の
診
療
基
礎
を
選
択

す
る
た
め
に
医
療
保
険
参
加
者
を
指
導

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

筆
者
が
二
〇
一
三
～
一
四
年
に
ベ
ト
ナ

ム
各
地
方
の
農
村
部
を
中
心
に
行
っ
た

調
査
で
は
、
話
を
う
か
が
っ
た
貧
困
戸

に
属
す
る
人
、
障
害
者
の
ほ
と
ん
ど
が

担
当
機
関
の
指
導
に
従
っ
て
自
身
が
暮

ら
す
社
（
農
村
部
の
末
端
行
政
単
位
）

の
社
レ
ベ
ル
診
療
所
に
登
録
し
て
い
た

（
参
考
文
献
①
）。
そ
の
た
め
、
二
六
条

二
項
が
定
め
る
登
録
基
礎
の
変
更
は
、

実
際
局
面
で
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
〇
一
四
年
に
二
〇
〇
八
年
医
療
保

険
法
に
修
正
、
補
充
が
施
さ
れ
た
際
、

先
述
の
二
六
条
、
四
一
条
七
項
は
対
象

と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
登
録
制
度
は
そ

の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
。

　

実
は
、
こ
う
し
た
登
録
制
度
は
二
〇

〇
八
年
医
療
保
険
法
を
ル
ー
ツ
と
す
る

も
の
で
は
な
い
。
医
療
保
険
法
が
制
定

さ
れ
る
前
に
、
政
府
議
定
に
基
づ
く
医

療
保
険
条
例
（
一
九
九
二
年
、
一
九
九

八
年
、
二
〇
〇
五
年
）
が
存
在
し
て
お

り
、
そ
の
内
、
一
九
九
八
年
医
療
保
険

条
例
の
段
階
か
ら
、
登
録
（đăng ký

）

と
い
う
用
語
を
用
い
て
同
制
度
に
言
及

さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
条
例
時
代
か

ら
続
く
登
録
制
度
が
医
療
保
険
法
制
定

後
も
継
承
さ
れ
た
要
因
と
し
て
は
、
以

下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

⑴ 

貧
困
戸
に
属
す
る
者
、
障
害
者
な
ど
、

政
策
対
象
者
に
対
す
る
社
会
政
策
と

し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
。

⑵ 

前
記
⑴
と
関
連
す
る
が
、
当
局
が
医

療
に
関
わ
る
地
方
住
民
の
状
況
の
把

握
と
管
理
、
対
応
策
の
準
備
の
た
め

に
必
要
だ
と
判
断
し
た
こ
と
。

⑶ 
ハ
ノ
イ
や
ホ
ー
チ
ミ
ン
市
な
ど
大
都

市
の
一
部
病
院
に
患
者
が
集
中
す
る

過
重
負
担
問
題
へ
の
対
策
と
し
て
、

当
局
が
維
持
す
べ
き
と
判
断
し
た
こ

と
。
す
な
わ
ち
、
同
制
度
を
維
持
す

る
こ
と
は
、
高
度
か
つ
安
全
な
医
療

を
求
め
て
患
者
が
中
央
の
大
病
院
に

殺
到
す
る
状
況
を
防
ぎ
、
緩
和
す
る

た
め
に
必
要
だ
と
判
断
し
た
こ
と
。

⑷ 

最
後
に
、
地
方
に
お
け
る
医
療
の
活

性
化
と
そ
の
レ
ベ
ル
の
向
上
の
た
め

に
は
、
地
方
医
療
機
関
と
患
者
を
結

び
つ
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

●�

登
録
制
度
の
運
用
に
関
わ
る
制

度
の
変
化

　

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
保

険
法
に
お
け
る
登
録
制
度
は
維
持
さ
れ

た
が
、
運
用
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て

は
、
二
〇
一
四
年
の
修
正
・
補
充
の
際
、

以
下
の
修
正
・
補
充
（
二
二
条
）
が
行

わ
れ
て
い
る
。

⑴ 

自
ら
の
判
断
で
定
め
ら
れ
た
レ
ベ
ル

を
超
え
て
中
央
レ
ベ
ル
の
病
院
で
直

接
受
診
を
し
た
場
合
に
は
、
入
院
費

用
（chi phí điều trị nội trú

）
の
四

〇
％
（
表
２
に
示
し
た
対
象
者
ご
と

に
定
め
ら
れ
た
通
常
の
給
付
率
を
ベ

ー
ス
と
し
て
。
以
下
の
関
連
記
述
に

つ
い
て
も
同
様
。
詳
述
は
避
け
る
が
、

対
一
部
参
加
者
給
付
率
も
引
き
上
げ

ら
れ
て
い
る
）
が
給
付
さ
れ
る
。

⑵ 

自
ら
の
判
断
で
定
め
ら
れ
た
レ
ベ
ル

を
超
え
て
省
レ
ベ
ル
の
病
院
で
直
接

受
診
し
た
場
合
に
は
、
二
〇
一
四
年

修
正
・
補
充
法
発
効
（
二
〇
一
五
年

一
月
一
日
）
か
ら
二
〇
二
〇
年
一
二
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月
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、

入
院
費
用
の
六
〇
％
が
給
付
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
二
〇
二
一
年
一
月
一
日
か

ら
は
全
国
範
囲
で
（trong phạm

 vi 
cả nước

）
入
院
費
用
の
一
〇
〇
％

が
給
付
さ
れ
る
。

⑶ 

自
ら
の
判
断
で
定
め
ら
れ
た
レ
ベ
ル

を
超
え
て
県
レ
ベ
ル
の
病
院
で
直
接

受
診
し
た
場
合
に
は
、
二
〇
一
四
年

修
正
・
補
充
法
発
効
（
二
〇
一
五
年

一
月
一
日
）
か
ら
二
〇
一
五
年
一
二

月
三
一
日
ま
で
診
療
費
（chi phí 

khám
 bệnh, chữa bệnh

）
の
七
〇
％

が
給
付
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一

六
年
一
月
一
日
か
ら
は
診
療
費
の
一

〇
〇
％
が
給
付
さ
れ
る
。

⑷ 

社
レ
ベ
ル
診
療
所
、
総
合
診
療
室
、

県
レ
ベ
ル
病
院
に
登
録
し
た
医
療
保

険
参
加
者
は
、
二
〇
一
六
年
一
月
一

日
か
ら
、
通
常
適
用
さ
れ
る
給
付
率

に
基
づ
い
て
、
同
じ
省
内
の
社
レ
ベ

ル
診
療
所
、
総
合
診
療
室
、
県
レ
ベ

ル
病
院
に
お
い
て
診
療
を
受
け
る
権

利
を
得
る
。

⑸ 

困
難
な
経
済
・
社
会
条
件
を
持
つ
地

域
、
特
別
困
難
な
経
済
・
社
会
条
件

を
持
つ
地
域
で
暮
ら
す
、
医
療
保
険

に
参
加
す
る
少
数
民
族
・
貧
困
戸
に

属
す
る
者
、
そ
し
て
社
に
該
当
す
る

島
、
県
に
該
当
す
る
島
に
暮
ら
す
医

療
保
険
参
加
者
（
表
１
注
参
照
）
は
、

自
ら
の
判
断
で
定
め
ら
れ
た
も
の
と

異
な
る
診
療
レ
ベ
ル
に
通
院
し
た
場

合
で
も
、
通
常
適
用
さ
れ
る
給
付
率

に
基
づ
き
、
県
レ
ベ
ル
病
院
に
対
す

る
診
療
費
、
省
・
中
央
病
院
に
対
す

る
入
院
費
用
の
給
付
を
受
け
る
。

⑹ 

最
後
に
、
医
療
保
険
参
加
者
が
自
ら

の
判
断
で
定
め
ら
れ
た
レ
ベ
ル
を
超

え
て
全
国
範
囲
に
お
け
る
省
レ
ベ
ル

（tuyến tỉnh trong phạm
 vi cả 

nước

）
の
診
療
基
礎
に
通
院
し
た
場

合
、
二
〇
二
一
年
一
月
一
日
以
降
は
、

通
常
の
給
付
率
に
基
づ
い
て
入
院
費

用
が
給
付
さ
れ
る
。

　

次
に
、
前
記
⑴
～
⑹
の
動
き
に
つ
い

て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

⑴ 

二
〇
〇
八
年
医
療
保
険
法
の
下
で
は
、

中
央
の
病
院
、
省
レ
ベ
ル
の
病
院
、

県
レ
ベ
ル
の
病
院
に
自
身
の
登
録
し

た
医
療
基
礎
の
紹
介
を
介
さ
ず
に
直

接
外
来
受
診
し
た
場
合
、
給
付
額
は

引
き
下
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
外
来
診

療
の
み
で
も
医
療
保
険
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
中
央
の
病
院
で
三
〇
％
、
省

級
病
院
で
五
〇
％
、
県
級
病
院
で
七

〇
％
の
診
療
費
の
給
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
た
（
二
〇
〇
九
年
七
月
二

七
日
付
政
府
議
定
六
二
）。
し
か
し
、

二
〇
一
四
年
修
正
・
補
充
法
が
発
効

し
た
二
〇
一
五
年
一
月
一
日
か
ら
は
、

定
め
ら
れ
た
レ
ベ
ル
を
超
え
た
入
院

を
と
も
な
わ
な
い
外
来
診
療
に
つ
い

て
は
、
医
療
保
険
を
用
い
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

入
院
費
用
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
給

付
率
よ
り
も
引
き
下
げ
ら
れ
る
も
の

の
、
右
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
も
医
療

保
険
が
使
用
で
き
る
方
向
に
な
っ
た
。

⑵ 

そ
の
一
方
で
、
県
レ
ベ
ル
以
下
の
レ

ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
時
間
差
は
あ
る

も
の
の
自
由
化
の
方
向
が
示
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
二
〇
一
六
年
一
月
一
日

か
ら
、
た
と
え
ば
、
あ
る
社
レ
ベ
ル

診
療
所
に
医
療
保
険
登
録
し
た
患
者

が
直
接
県
レ
ベ
ル
の
病
院
に
通
院
し

て
も
、
通
常
の
給
付
率
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑶ 

ま
た
、
入
院
に
係
る
医
療
保
険
給
付

に
限
定
さ
れ
る
が
、
二
〇
二
一
年
一

月
一
日
か
ら
は
、
た
と
え
ば
、
あ
る

社
レ
ベ
ル
診
療
所
に
医
療
保
険
登
録

し
た
患
者
が
、
定
め
ら
れ
た
レ
ベ
ル

を
超
え
て
全
国
範
囲
の
省
レ
ベ
ル
病

院
に
自
ら
の
判
断
で
行
き
、
入
院
し

た
場
合
で
も
、
入
院
費
用
に
つ
い
て

は
通
常
の
給
付
率
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

⑷ 

困
難
な
経
済
・
社
会
条
件
を
持
つ
地

域
、
特
別
困
難
な
経
済
・
社
会
条
件

を
持
つ
地
域
で
暮
ら
す
、
医
療
保
険

に
参
加
す
る
少
数
民
族
、
貧
困
戸
に

属
す
る
者
、
社
に
該
当
す
る
島
、
県

に
該
当
す
る
島
に
暮
ら
す
者
に
つ
い

て
は
、た
と
え
ば
自
ら
の
判
断
で
省
・

中
央
病
院
に
直
接
行
っ
た
場
合
で
も
、

通
常
適
用
さ
れ
る
給
付
率
に
基
づ
い

て
入
院
費
用
の
給
付
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
ベ
ト
ナ
ム

の
医
療
保
険
制
度
で
は
登
録
制
度
が
維

持
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
住
民
が
そ
れ

ぞ
れ
在
住
す
る
地
域（
特
に
県
レ
ベ
ル
）

内
に
お
い
て
、
医
療
保
険
参
加
者
が
ど

の
医
療
基
礎
に
登
録
し
て
い
よ
う
と
も
、

医
療
保
険
を
使
用
で
き
る
範
囲
が
広
げ

ら
れ
る
方
向
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
し
て
、「
全
国
範
囲
に
お
け
る
省

レ
ベ
ル
」
の
病
院
で
医
療
保
険
参
加
者

表 1　主な対象者に対する診療費給付率
給付率 対象者

⑴ 100%

①現役の軍士官、下士官、軍人、現役の公安士官、下士官、公安戦士など
②革命功労者、退役兵士
③ 72 カ月までの子ども
④毎月の社会扶助受給範囲に属する者
⑤�貧困戸 *に属する者、困難な経済・社会条件を持つ地域に暮らす少数民族、
特別困難な経済・社会条件を持つ地域に暮らす者、社に該当する島（xã 
đảo）**、県に該当する島（huyện đảo）** に暮らす者
⑥�革命功労者の親類（実の両親、妻、夫、烈士 *** の子供）、烈士を養育した
功労者

⑵ 95%
①年金受給者、労働力喪失にともなう扶助金受給者
②上記⑴⑥以外の革命功労者の親類
③近貧困戸 *に属する者

⑻ 80% 上記⑴ , ⑵以外の対象者

（注）�* 首相決定 59 号（2015 年 11 月 19 日付）によれば、2016 ～
2020 年の主な貧困戸基準は、家族構成員１人あたり収入が農村部
で 70 万ドン以下、都市部で 90 万ドン以下の世帯。同時期の近貧
困戸基準については、構成員１人あたり収入が農村部で 70 万ドン
超～ 100 万ドンまで、都市部で 90 万超～ 130 万ドンまで。
** 潮が満ちても水没しない、定住者がいる、もしくは軍が展開し
ているなど、いくつかの条件を満たす社レベルに該当する島、県
レベルに該当する島。�
*** 戦争で任務遂行中に亡くなった兵士（ここでは現政権側）など。

（出所）2014 年修正・補充法に基づき筆者作成。
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が
通
常
の
給
付
率
に
基
づ
い
て
入
院
費

用
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
道

筋
も
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
省
レ
ベ
ル

ま
で
の
範
囲
で
あ
れ
ば
、
入
院
費
用
の

支
払
い
に
お
い
て
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
課
さ

れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
医
療
保
険
参

加
者
の
罹
病
時
に
お
け
る
行
動
選
択
の

幅
を
広
げ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
、
地
方
在
住
の
医
療
保
険

参
加
者
に
よ
る
中
央
レ
ベ
ル
の
病
院
に

対
す
る
自
由
な
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
は
、

抑
制
が
図
ら
れ
る
方
向
に
あ
る
。
外
来

診
療
に
つ
い
て
は
医
療
保
険
を
使
用
で

き
な
く
な
り
、
入
院
費
用
に
つ
い
て
は

通
常
の
給
付
率
よ
り
も
給
付
率
が
引
き

下
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、

人
員
・
設
備
の
整
備
さ
れ
た
中
央
レ
ベ

ル
の
病
院
に
患
者
が
集
中
す
る
過
重
負

担
問
題
の
解
決
が
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
喫

緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

●
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
憲
法
、
福
祉
関
連
法
の

整
備
状
況
、
国
家
診
療
体
系
に
つ
い
て

み
た
後
、
医
療
保
険
法
、
な
か
で
も
医

療
保
険
参
加
者
が
最
初
に
受
診
す
る
医

療
保
険
診
療
基
礎
を
登
録
す
る
登
録
制

度
を
中
心
に
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
。

　

現
行
の
登
録
制
度
は
医
療
相
が
定
め

る
ケ
ー
ス
を
除
き
、
医
療
保
険
参
加
者

に
社
、
県
も
し
く
は
こ
れ
ら
と
同
等
レ

ベ
ル
の
診
療
基
礎
に
登
録
を
行
う
こ
と

を
求
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
筆
者
が

ベ
ト
ナ
ム
各
地
方
で
二
〇
一
三
～
一
四

年
に
農
村
部
を
中
心
に
行
っ
た
調
査
で

は
、
医
療
保
険
費
納
入
を
免
除
さ
れ
た

貧
困
戸
に
属
す
る
人
、
障
害
者
の
ほ
と

ん
ど
が
担
当
機
関
の
指
導
に
従
っ
て
自

身
が
暮
ら
す
社
（
農
村
部
の
末
端
行
政

単
位
）
の
診
療
所
に
登
録
し
て
い
た
。

　

医
療
保
険
参
加
者
と
そ
の
居
住
地
域

の
医
療
機
関
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
し
、

確
保
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
は
明
ら
か

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
の
要
件
の
い
く
つ
か
が
整
わ
な

い
限
り
は
、
今
後
も
登
録
制
度
が
維
持

さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
か
。

⑴ 

中
央
と
地
方
間
の
医
療
レ
ベ
ル
の
格

差
が
縮
小
、
解
消
さ
れ
、
地
方
の
患

者
が
中
央
レ
ベ
ル
の
病
院
に
行
く
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
減
少
す
る
こ
と
。

⑵ 

地
方
の
経
済
発
展
、
社
会
発
展
が
順

調
に
進
み
、
社
会
政
策
の
対
象
者
が

減
少
す
る
こ
と
。

⑶ 

社
会
政
策
対
象
者
に
対
す
る
医
療
制

度
を
医
療
保
険
と
は
別
建
て
で
構
築

す
る
こ
と
。

　

国
民
皆
保
険
を
目
指
す
と
す
る
現
行

の
医
療
保
険
制
度
は
登
録
制
度
と
共
に

あ
る
。
医
療
保
険
制
度
が
さ
ら
に
普
及

し
、
医
療
保
険
参
加
者
が
増
え
れ
ば
、

医
療
保
険
診
療
基
礎
へ
の
登
録
者
数
は

増
加
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の
医

療
保
険
参
加
者
が
登
録
す
る
社
レ
ベ
ル

診
療
所
や
県
レ
ベ
ル
病
院
の
責
任
が
増

大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

二
〇
一
六
年
一
月
に
開
か
れ
た
ベ
ト

ナ
ム
共
産
党
第
一
二
回
党
大
会
で
採
択

さ
れ
た
政
治
報
告
で
は
、
社
レ
ベ
ル
の

診
療
所
を
含
め
た
病
院
体
系
の
建
設
・

発
展
と
プ
ラ
イ
マ
リ
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
重

視
が
方
針
の
一
つ
と
し
て
盛
り
込
ま
れ

た
（
参
考
文
献
③
）。
当
局
も
現
行
の

医
療
保
険
制
度
の
普
及
、
浸
透
は
（
同

政
治
報
告
で
は
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
医

療
保
険
参
加
者
が
人
口
の
八
〇
％
超
と

な
る
こ
と
を
目
指
す
と
し
て
い
る
）、

多
く
の
医
療
保
険
参
加
者
が
登
録
す
る

社
レ
ベ
ル
診
療
所
の
医
療
レ
ベ
ル
を
は

じ
め
と
す
る
地
方
医
療
の
レ
ベ
ル
向
上

を
求
め
ず
に
は
お
か
な
い
こ
と
を
認
識

し
て
い
る
。
同
報
告
で
は
、
ハ
ノ
イ
、

ホ
ー
チ
ミ
ン
市
、
大
都
市
の
大
病
院
の

過
重
負
担
解
消
の
た
め
の
路
程
作
成
も

重
要
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
前
者
の
課
題
克
服
な
く
し
て
は
、

実
現
は
容
易
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

両
者
は
同
じ
問
題
の
コ
イ
ン
の
裏
表
と

い
う
側
面
を
持
つ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
保

険
に
お
け
る
登
録
制
度
は
、
ベ
ト
ナ
ム

の
医
療
保
険
が
扶
助
政
策
と
し
て
の
側

面
を
持
つ
と
い
う
現
実
と
、
地
方
に
お

け
る
医
療
体
制
の
整
備
と
充
実
、
中
央

と
地
方
の
医
療
レ
ベ
ル
格
差
の
是
正
と

い
う
、
ベ
ト
ナ
ム
医
療
が
克
服
す
べ
き

課
題
の
存
在
を
ひ
と
つ
の
背
景
と
し
て
、

維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
て
ら
も
と　

み
の
る
／
ア
ジ
ア
経
済

研
究
所　

東
南
ア
ジ
ア
Ⅱ
研
究
グ
ル
ー

プ
）

《
参
考
文
献
》

① 

寺
本
実
「
ベ
ト
ナ
ム
の
医
療
保
険
制

度
の
基
本
構
造
―
―
二
〇
〇
八
年
医

療
保
険
法
に
基
づ
く
考
察
―
―
」

（『
ア
ジ
研
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ン
ド
』

第
二
五
八
号
、
二
〇
一
七
年
、
掲
載

予
定
）。

② 

―
―
―
「
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
公
的

末
端
医
療
機
関
の
制
度
的
位
置
づ

け
・
役
割
と
課
題
―
―
現
場
責
任
者

の
状
況
認
識
に
関
わ
る
事
例
研
究
に

基
づ
く
一
考
察
―
―
」（『
ア
ジ
ア
経

済
』
第
五
七
巻
第
四
号
、
二
〇
一
六

年
一
二
月
）。

③ 

―
―
―
「
ベ
ト
ナ
ム
：
第
一
二
回
党

大
会
政
治
報
告
に
見
る
『
生
活
の
保

障
』
を
め
ぐ
る
議
論
」
二
〇
一
六
年

七
月
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
。
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